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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年12月16日(2010.12.16)

【公開番号】特開2009-177011(P2009-177011A)
【公開日】平成21年8月6日(2009.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2009-031
【出願番号】特願2008-15127(P2008-15127)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/11     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   1/11    　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ   1/11    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  21/66    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月27日(2010.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性のセラミック基板の一方の主面とこれに対向する他方の主面との間に形成された
貫通孔がその孔内に導電性を付与されてなる導電性貫通孔を備え、
　当該導電性貫通孔によって前記双方の主面が電気的に接続され、
　前記セラミック基板はビッカース硬度が５ＧＰａ以下であるとともに、マイカおよびｈ
－ＢＮから選ばれる一種または二種の板状の結晶構造を有する材料を含み、
　前記導電性貫通孔が、直径１０～５００μｍ、アスペクト比２～４０、かつ孔径精度±
２０μｍ以下であり、さらに、その位置精度が基準位置に対して±２０μｍ以下であるこ
とを特徴とする導電性部材。
【請求項２】
　前記導電性貫通孔をなす貫通孔の少なくとも一つが、硬化のための熱処理を行った後の
前記セラミック基板に対して、機械加工およびレーザー加工から選ばれる少なくとも一つ
の除去加工手段を行うことで形成されたものである請求項１記載の導電性部材。
【請求項３】
　前記導電性貫通孔の少なくとも一つは、前記貫通孔の内部に導電性材料が充填されたも
のである請求項１または２記載の導電性部材。
【請求項４】
　前記導電性貫通孔の少なくとも一つは、前記貫通孔の内壁面上に導電性材料からなる導
電層を備える請求項１から３のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項５】
　前記導電性貫通孔が備える導電層が、めっきおよび堆積された導電性ペーストに基づく
ものの少なくとも一方である請求項４記載の導電性部材。
【請求項６】
　前記セラミック基板の少なくとも一方の主面に、前記導電性貫通孔と電気的に接続され
た導体配線パターンを備える請求項１から５のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項７】
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　前記配線パターンの少なくとも一部が、配線幅として１０～５００μｍかつ配線間隔と
して１０μｍ以上である請求項６記載の導電性部材。
【請求項８】
　前記導体配線パターンが、硬化のための熱処理を行った後の前記セラミック基板の少な
くとも一方の主面に対して形成された溝部内に、導電性材料が配置されたものである請求
項６または７記載の導電性部材。
【請求項９】
　前記導体配線パターンが、前記溝部が形成された主面上に形成された導電性材料からな
る層から、前記貫通孔および前記溝部内に堆積したもの以外を除去することで形成された
ものである請求項８記載の導電性部材。
【請求項１０】
　前記導体配線パターンが前記導電性貫通孔と電気的に接続しているものを含む請求項６
から９のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項１１】
　前記導体配線パターンが前記導電性貫通孔と電気的に絶縁されているものを含む請求項
６から９のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項１２】
　前記導電性貫通孔と電気的に絶縁されている前記導体配線パターンは、前記導体配線パ
ターンと前記導電性貫通孔との間の導電性材料が機械加工およびレーザー加工から選ばれ
る少なくとも一つの除去加工手段によって除去されることで形成されたものである請求項
１１記載の導電性部材。
【請求項１３】
　前記セラミック基板の少なくとも一方の主面が、導電性材料により被覆されてなる主面
導電層を備える請求項１から１２のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項１４】
　前記導電性貫通孔の少なくとも一つが前記主面導電層と電気的に絶縁されている請求項
１３記載の導電性部材。
【請求項１５】
　前記主面導電層と電気的に絶縁されている前記導電性貫通孔は、前記主面導電層と前記
導電性貫通孔との間の導電性材料が機械加工およびレーザー加工から選ばれる少なくとも
一つの除去加工手段によって除去されることで形成されたものである請求項１４記載の導
電性部材。
【請求項１６】
　前記板状の結晶構造を有する材料に含まれるｈ－ＢＮの結晶粒の平均長径が１μｍ以下
である請求項１から１５のいずれかに記載の導電性部材。
【請求項１７】
　請求項６から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなることを特徴とするス
ペーストランスフォーマー基板。
【請求項１８】
　請求項１３から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなることを特徴とする
プローブガイド。
【請求項１９】
　請求項１３に記載される主面導電層は使用状態で接地される請求項１８記載のプローブ
ガイド。
【請求項２０】
　請求項１から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなる部品を備えることを
特徴とするプローブカード。
【請求項２１】
　請求項１から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなる部品を備えることを
特徴とする半導体検査装置。
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【請求項２２】
　請求項１から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなることを特徴とするイ
ンターポーザー。
【請求項２３】
　請求項１から１６のいずれかに記載される導電性部材を用いてなることを特徴とするセ
ラミック回路基板。


	header
	written-amendment

